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公共施設への EV 普通充電器の設置について 

 

 EV 充電サービス事業者との「持続可能な地域づくりに関する協定」に基づき、次

のとおり公共施設に EV 普通充電器が設置されました。 

 

１ 協定の相手方（EV 普通充電器設置者） 

  Terra Charge(テラ・チャージ)株式会社 

  東京都港区芝浦１－１－１ 

 

２ 協定の概要 

  ・クリーンエネルギー自動車の普及促進に関すること 

  ・次世代を中心とした環境問題への意識啓発に関すること 

  ・地域防災力に関すること 

  ・その他、持続可能な地域づくりに関すること 

 

３ 設置概要 

  ・充電器の設置箇所を事業者と協議のうえ選定し、その土地を使用貸借する。 

  ・事業者は、国の補助金を活用して充電器を設置し、運営管理する。 

  ・設置期間は、１０年間とする。 

 

４ 設置場所 

  市内１１箇所の公共施設（別紙のとおり） 

 

５ 利用の方法等 

  ・別紙資料を参照 
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